
　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
尊
卑
分
脈
』
以
外
の
中
世
系
図
を
利
用
し

て
、
平
安
末
期
の
源
義
国
流
の
足
利
・
新
田
氏
の
族
人
・
伝
記
を
考
証
し
た（

１
）。

本
稿
で

は
、
そ
の
後
、
気
付
い
た
問
題
に
つ
い
て
補
足
の
考
証
を
す
る
。

一
、『
保
元
物
語
』
の
源
義
康

　

足
利
家
の
先
祖
で
、
足
利
荘
を
中
心
に
勢
力
を
扶
持
し
た
源
義
国
や
、
源
頼
朝
の
信

頼
が
篤
く
、
源
氏
一
門
の
待
遇
を
受
け
、
鎌
倉
御
家
人
足
利
氏
の
初
代
と
な
つ
た
義
兼

の
歴
史
的
事
績
は
、
断
片
的
な
が
ら
史
料
か
ら
確
認
出
来
る
が
、
そ
の
間
に
位
置
す
る

義
康
に
つ
い
て
は
、
都
で
の
検
非
違
使
と
し
て
の
活
躍
、
保
元
の
乱
で
の
天
皇
側
と
し

て
の
参
戦
が
確
認
出
来
る
も
の
の
、
在
地
支
配
の
様
相
を
含
め
て
不
明
点
が
多
い
。

　
『
保
元
物
語
』
を
見
る
に
、
平
清
盛
・
源
義
朝
と
共
に
新
院
御
所
の
攻
撃
に
向
け
ら

れ
た
武
者
に
源
義
康
が
見
え
る
。
半
井
本
を
挙
げ
れ
ば
、
巻
上
の
「
官
軍
勢
汰
」
で
、

義
朝
・
清
盛
の
軍
勢
の
郎
等
の
名
寄
せ
に
続
い
て
、

兵
庫
頭
源
頼
政
ニ
相
随
フ
兵
ノ
ハ
、
渡
辺
党
ニ
ハ
省
播
磨
次
良
、
子
息
授
ノ
兵
衛
、

ツ
ヽ
ク
ノ
源
太
、
与
ノ
右
馬
允
、
競
ノ
滝
口
、
丁
七
ト
〔
な
〕
ウ
、
清
シ
、
濯
ヲ

始
ト
シ
テ
、
百
騎
ニ
ハ
越
サ
リ
ケ
リ（

２
）、

と
し
て
、
頼
政
を
挙
げ
、
そ
の
郎
等
の
交
名
も
記
す
。
さ
う
し
て
次
に
、

陸
奥
新
判
官
義
康
勢
モ
百
騎
、
隠
岐
判
官
維
繁
百
騎
、
周
防
判
官
季
実
勢
モ
百
騎
、

平
判
官
実
俊
七
十
余
騎
、
佐
渡
式
部
大
夫
重
成
カ
勢
六
十
余
騎
、
和
泉
右
衛
門
尉

信
兼
七
十
五
騎

と
義
康
が
見
え
る
が
、
そ
の
他
の
源
平
武
者
と
同
列
で
あ
り（

３
）、
合
戦
中
の
行
動
に
言
及

が
あ
る
の
は
義
朝
・
清
盛
・
頼
政
で
あ
る
（
巻
中
「
白
河
殿
攻
メ
落
ス
事
」）。

　

所
が
『
兵
範
記
』
を
見
る
に
、
こ
の
夜
、
最
初
に
攻
撃
に
向
か
つ
た
の
は
、
清
盛
・

義
朝
・
義
康
の
三
名
で
あ
つ
た
。

鶏
鳴
、
清
盛
朝
臣
・
義
朝
・
義
康
等
軍
兵
都
六
百
余
騎
、
発
向
白
河
〔
清
盛
三
百

余
騎
自
二
条
方
、
義
朝
二
百
余
騎
自
大
炊
御
門
方
、
義
康
百
余
騎
自
近
衛
方
〕（
保

元
元
年
七
月
十
一
日
条（

４
））

ま
た
乱
後
、
院
側
武
士
の
処
刑
の
任
に
当
た
つ
た
の
も
同
様
こ
の
三
人
で
、
義
康
は
、

家
弘
、
康
弘
、
盛
弘
、
時
弘
、
光
弘
、
頼
弘
、
安
弘

　

已
上
蔵
人
判
官
義
康
、
於
大
江
山
辺
斬
云
々
（
同
七
月
三
十
日
条
）

と
家
弘
一
族
を
担
当
す
る
が
、『
保
元
』
で
は
、

左
衛
門
大
夫
家
弘
、
右
衛
門
尉
盛
弘
、
左
衛
門
尉
頼
弘
、
文
章
生
康
弘
四
人
ヲ
ハ
、

蔵
人
判
官
義
康
承
テ
、
大
江
山
ニ
テ
是
ヲ
切
（
半
井
本
巻
下
）

と
、『
兵
範
記
』
の
一
部
と
一
致
す
る
も
の
の
、
他
の
度
弘
、
光
弘
、
時
弘
は
、
前
掲

の
官
軍
の
平
信
兼
、
同
実
俊
、
源
季
実
が
担
当
者
と
な
つ
て
を
り
、
義
康
の
貢
献
が
低

下
す
る
。

　

保
元
の
乱
後
の
除
目
で
、
勲
功
賞
を
受
け
る
の
も
こ
の
三
人
で
、

今
夕
被
行
勲
功
賞

　

播
磨
守
平
清
盛
、
右
馬
権
頭
源
義
朝

　
　
　
（
中
略
）

　

義
朝　

左
衛
門
尉
源
義
康
廷
尉

平
安
末
期
足
利
・
新
田
氏
考
証
補
遺

佐
々
木
　
紀
　
一

佐々木／平安末期足利・新田氏考証補遺
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已
上
昇
殿
（『
兵
範
記
』
同
七
月
十
一
日
条
）

と
あ
り
、
後
日
、
義
康
は
叙
爵
さ
れ
蔵
人
に
任
じ
ら
れ
る（

５
）。『

保
元
』
も
こ
の
除
目
に

つ
い
て
は
言
及
す
る
が
、
前
後
の
連
絡
が
無
く
、
人
物
形
象
さ
れ
る
事
も
無
い
た
め
、

義
康
は
そ
の
他
の
源
平
武
者
の
一
人
で
、
清
盛
・
義
朝
に
比
肩
す
る
位
置
付
け
で
は
な

い
。

　

保
元
の
乱
で
実
際
、
殊
功
が
無
か
つ
た
事
も
そ
の
一
因
で
あ
ら
う
が
、
第
二
陣
の
官

軍
の
一
人
の
頼
政（

６
）が

、
宝
徳
本
『
保
元
』
で
は
、「
兵
庫
頭
頼
政
ハ
一
陳
ニ
こ
そ
す
ゝ
ま

れ
け
れ
」（
巻
上
「
官
軍
勢
汰
へ
の
事
」）
と
す
る
様
に（

７
）、
物
語
に
は
官
軍
側
武
士
を
義

朝
と
清
盛
及
び
頼
政
の
三
名
に
集
約
す
る
作
為
が
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
或
は
物
語

の
典
拠
で
あ
る
『
愚
管
抄
』
に
於
い
て
も
義
康
が
無
視
さ
れ
て
ゐ
る
事（

８
）の
影
響
も
考
へ

ら
れ
る
が
、
後
年
の
高
倉
宮
謀
反
の
首
謀
者
と
し
て
の
事
跡
、
或
は
歌
人
と
し
て
も
知

名
度
の
有
る
頼
政
と
異
な
り
、
義
康
が
保
元
二
年
に
若
く
し
て
没
し
た
事
、
及
び
鎌
倉

時
代
の
足
利
氏
の
御
家
人
と
し
て
の
従
属
的
な
立
場
が
『
愚
管
抄
』、
更
に
は
軍
記
に

影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。

二
、
義
康
の
官
途

　

在
京
時
以
外
の
義
康
の
伝
記
に
従
来
、
利
用
さ
れ
て
き
た
の
が
『
尊
卑
分
脈
』
で
、

新
訂
増
補
国
史
大
系
本
を
挙
げ
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
以
下
、大
系
本
『
尊
卑
』）。

　

陸
奥
守　

治
部
少
輔　

鳥
羽
院
北
面

　

伊
与
〔
権
〕
守　

兵
庫
助

　

蔵
人　

上
野
（
総
）
介　

左
馬
允
昇
殿
叙
留　
　
　
　
　
　

保
元
元
七
十
二
〔
聴
昇
殿
〕

　

使　
　

左
衛
門
大
尉　

従
五
下　
　
　
　

保
元
々
八
六
叙
留
（
爵
）
了　
　
　
昨
日
合
戦
賞

義
康

　
　
　
　

為
殿
上
撿
非
違
使

　

母
信
濃
守
有
房

　
　

号
足
利
陸
奥
判
官　

又
号
足
利
蔵
人
判
官

と
、
多
く
の
官
職
を
載
せ
る
。

　

確
実
な
義
康
の
官
途
は
、『
山
槐
記
』
仁
平
二
年
正
月
〔
二
十
八
〕
日
条
（
増
補
史

料
大
成
）
を
見
る
に
、『
尊
卑
』
に
見
え
な
い
大
膳
亮
よ
り
、
右
衛
門
尉
に
任
じ
ら
れ

た
事
、
同
六
月
、

仰
右
衛
門
尉
源
義
康
可
為
撿
非
違
使
之
由
〔
搦
陣
中
犯
人
賞
〕（『
本
朝
世
紀
』
仁

平
二
年
六
月
二
十
二
日
条（

９
））

と
検
非
違
使
の
宣
旨
を
受
け
る
事
で
あ
る
。
更
に
前
述
の
保
元
の
乱
の
勲
功
に
よ
り
、

昇
殿
を
許
さ
れ）

₁₀
（

、
翌
八
月
叙
爵
さ
れ
、
蔵
人
に
補
さ
れ
た）

₁₁
（

。
こ
れ
は
義
家
流
子
孫
に
は

従
来
、
見
え
な
い
官
途
で
、
そ
の
志
向
が
注
目
さ
れ
る
が
、『
兵
範
記
』
保
元
二
年
五

月
二
十
九
日
条
に
、

　
　

大
夫
尉
義
康
逝
去
云
々

と
あ
り
、『
神
宮
雑
書
』「
伊
勢
大
神
宮
神
領
注
文
」
の
「
片
梁
田
御
厨
」
に
「
給
主
検

非
違
使
義
康
」（
建
久
三
年
八
月）

₁₂
（

）
と
も
あ
る
か
ら
、
極
官
は
五
位
の
検
非
違
使
右
衛

門
尉
と
な
る
。
所
が
大
系
本
『
尊
卑
』
で
は
、
諸
司
の
允
・
助
を
挙
げ
、
こ
れ
は
前
官

で
、
単
に
未
確
認
と
し
て
も
、
そ
の
他
の
受
領
の
経
歴
は
不
正
確
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

鑁
阿
寺
蔵
『
新
田
足
利
両
家
系
図）

₁₃
（

』
に
、

義
康

従
五
位
下
、
非
蔵
人
、
左
衛
門
尉
、
陸
奥
守
、
近
衛
院
北
面
、
住
下
野
国
足
利
城
、
後
白
河
院
保
元
元
年
七
月
、
依
戦
功
、
被

任
陸
奥
守

と
、保
元
の
乱
の
勲
功
に
よ
る
陸
奥
守
任
命
が
見
え
、『
蠧
簡
集
残
篇
』
六
「
足
利
系
図
」

の）
₁₄
（

、
義
康

武
蔵
守
、
足
利
新
判
官
、
永
久
三
年
四
月
一
日
誕
生
、
承
安
四
年
五
月
廿
九
日
薨
矣
、
六
十
歳
、
母
足
利
太
郎
大
夫
基
綱
一
女
也

と
あ
る
武
蔵
守
任
命
も
同
様
で
あ
る
。
但
し
そ
れ
が
全
て
大
系
本
『
尊
卑
』
以
下
の
近

世
系
図
の
作
為
と
は
云
へ
ず
、
室
町
中
期
成
立
で
、『
尊
卑
』
よ
り
の
抄
出
本
と
し
て

の
性
格
の
強
い
『
渋
川
系
図
』（
略
記）

₁₅
（

）
に
は
、
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昇
殿　
　
　
　
　
　
　
　
使

号
陸
奥
新
判
官　
　
　
　
従
五
位
下

上
総
守
従
五
位
下　
　
　
上
総
介

義
泰

義
兼

保
元
二
年
五
月　
　
　
　
母
藤
原
能

廾
九
日
卒
年
卅
一　
　
　
忠
女
八
条
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
判
官
代
二
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
義
康
一
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
矢
田
判
官
代　
　
　
　
　
　
　
　

号
広
沢
判
官
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
条
院
判
官
代　
　
　
　
　
　
　
　

坊
門
院
判
官
代

　
　
　
　
　

義
清

義
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寿
永
二
年
潤
十
月
一
日
脩
中
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
於
水
嶋
渡
林
被
誅
畢

と
、「
上
総
守
」が
見
え
、南
北
朝
頃
の
尊
経
閣
文
庫
蔵『
帝
皇
系
図
』（
紙
焼
写
真
）に
も
、

　
　
義
国
子　
　
　
　

上
野
介

　
　

義
康　
使　

左
衛
門
大
夫

　
　
　
　
　
　
　

蔵
人
従
五
位
下

　
　
　
　
　
　
　

号
足
利
蔵
人
判
官
（
朱
書
）

と
上
野
介
が
見
え
、
室
町
時
代
中
期
成
立
の
『
塵
荊
鈔
』
八
「
源
家
之
事
」
で
も
、

次
男
義
康
ヲ
バ
足
利
新
判
官
、
武
蔵
守
ト
申
（
古
典
文
庫
）

と
あ
る
か
ら
で
、
早
く
に
国
守
説
が
成
立
し
て
ゐ
た
事
が
分
か
る
。

　

前
掲
の
『
保
元
』
の
「
陸
奥
新
判
官
」
の
「
陸
奥
」
も
、任
国
に
よ
る
称
で
は
な
く
、

端
的
に
祖
父
陸
奥
守
源
義
家
の
極
官）

₁₆
（

に
、「
新
」
は
今
一
人
の
「
前
奥
陸
判
官）

₁₇
（

」
為
義

と
区
別
す
る
為
と
説
明
で
き
る
。
父
の
義
国
は
式
部
丞
が
極
官
、
従
五
位
下
が
極
位
の

「
式
部
大
夫
義
国）

₁₈
（

」
で
、
無
官
の
時
期
が
長
か
つ
た
と
推
定
さ
れ
る
か
ら）

₁₉
（

、
祖
父
の
官

が
通
称
と
な
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。

　

以
上
か
ら
す
る
と
、
大
系
本
『
尊
卑
』
の
脇
書
に
は
後
世
の
虚
飾
の
官
途
が
記
さ
れ

て
ゐ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
同
じ
『
尊
卑
』「
清
和
源
氏
」
の
一
本
で
あ
る
秋
田
県
公
文

書
館
蔵
佐
竹
文
庫
本
（
宗
家
）
蔵
の
佐
竹
本
『
尊
卑
』（
略
記
）
で
は）

₂₀
（

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
基

頼
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

矢
田
蔵
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
房

頼
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改
頼
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

広
沢
判
官
代

義
康

義
清

義
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

母
源
三
位
頼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

政
女
二
条
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

讃
岐
局
興
石

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

是
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

寿
永
二
七
廾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
為
平
氏
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

類
追
討
源
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

討
入
洛
中
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

時
自
丹
波
路

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
将
其
後
備

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
国
水
嶋
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

戦
之
討
死

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

云
々

と
受
領
歴
が
無
く
（
大
尉
は
疑
問
）、
何
よ
り
以
前
に
も
当
該
部
を
紹
介
し
た
が）

₂₁
（

、
北

酒
出
本
『
源
氏
系
図
』（
略
記
）
を
見
る
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

或
顕
仲
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
信
乃
権
守
有
房
女　
　
　

母
宮
内
少
輔
忠
季
女

仁
平
二
六
廾
三
使
別
功
賞

保
元
々
七
十
二
聴

昇
殿
〔
非
蔵
人
〕
勲
功

賞同
八
月
六
日
叙
（
使
如
元
）

保
元
二
五
廾
九
卒
〔
卅
一
〕 　

義
康

義
清

頼
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改
義
嗣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
長　
　
　
　

義
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
帰
本
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
合
戦
死
了

号
足
利
蔵
人
判
官

従
五
位
下
非
蔵
人　

使左
衛
門
大
尉

八
条
院
判
官
代　

号
八
田
判
官
代

使右
衛
門
尉
従
五
下

号
足
利
大
夫
判
官

撿
非
違
使

九
イ
本

八
条
院
判
官
代

号
矢
田
判
官
代

住
丹
波
国
矢
田
郷

寿
永
二
十
一
於
水
嶋

被
誅
了

義
実

義
ー 判

官
代

蔵
人

三
郎
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と
、
官
位
が
古
記
録
に
一
致
す
る
。
改
め
て
義
康
の
官
歴
は
、
北
酒
出
本
が
古
記
録
に

一
致
す
る
と
し
て
良
く
、
正
確
な
記
載
が
多
い
事
が
分
か
る
。

三
、
義
康
の
生
年
、
母

　

北
酒
出
本
で
注
目
す
べ
き
は
義
康
の
享
年
に
つ
い
て
三
十
一
才
と
あ
る
事
で
、
同
説

は
諸
家
系
図
纂
『
足
利
系
図
』・『
山
野
辺
系
図）

₂₂
（

』
に
も
見
え
た
が
、
そ
の
最
も
古
い
所

説
で
あ
る
。
但
し
北
酒
出
本
で
は
父
の
義
国
に
「
久
寿
二
六
廾
五
死
〔
卅
一
〕」
と
あ

り
（『
尊
卑
』
は
二
十
六
日
と
す
る
）、
父
子
の
享
年
が
同
じ
事
は
ま
だ
し
も
、
生
年
が

僅
か
二
年
違
ひ
と
な
り
不
審
で
あ
る
が）

₂₃
（

、『
渋
川
』
に
も
義
康
三
十
一
才
享
年
説
が
見

え
る
か
ら
、
目
下
、
こ
れ
に
従
つ
て
良
い
だ
ら
う
。
ま
た
そ
の
母
を
有
房
と
す
る
点
、

北
酒
出
本
（
・『
須
田
系
譜
』）
と
大
系
本
『
尊
卑
』
が
同
じ
で
あ
る
が
、
官
が
正
権
の

信
濃
守
で
分
か
れ
る
。
同
時
代
の
源
有
房
と
し
て
村
上
源
氏
の
師
行
子
を
充
て
る
見
解

が
あ
る
が）

₂₄
（

、
有
房
の
極
官
は
左
中
将
（
正
四
下
）
で
遥
か
に
高
く）

₂₅
（

、
且
つ
時
代
的
に
無

理
で
あ
る
。

　

次
に
候
補
と
な
る
の
が
、
村
上
源
氏
具
平
親
王
流
（
顕
仲
流
）
の
有
房
で
、
顕
仲

は
『
公
卿
補
任
』（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
か
ら
、
康
平
元
年
（
一
〇
五
八
）
〜
保
延

四
年
（
一
一
三
八
）
の
間
の
人
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
子
の
有
房
が
義
国
と
同
世
代
と
し

て
良
く
、
一
族
の
極
官
も
諸
国
権
守
で
あ
る
（
大
系
本
『
尊
卑
』「
村
上
源
氏
」）。
更

に
北
酒
出
本
を
見
る
に
義
清
の
母
の
忠
季
（
永
久
三
年
〔
一
一
一
五
〕
〜
久
安
二
年

〔
一
一
四
六
〕
三
月
ま
で
事
績
が
確
認
）
も
そ
の
兄
弟
で
あ
る
か
ら
、
義
国
一
族
が
重

縁
を
結
ん
だ
と
解
す
る
事
と
な
ら
う
。

　

但
し
問
題
は
諸
史
料
で
そ
の
有
房
の
極
官
を
斎
院
長
官
と
し
て）

₂₆
（

、
信
濃
（
権
）
守

の
官
途
が
見
え
な
い
事）

₂₇
（

と
、
中
村
氏
著
に
拠
れ
ば
『
夫
木
和
歌
抄
』
の
久
安
五
年

（
一
一
四
九
）
七
月
歌
合
に
出
詠
し
て
ゐ
る
点
は
可
で
、
兼
築
信
行
氏
は
顕
仲
の
末
子

と
す
る
が）

₂₈
（

、『
山
槐
記
』
仁
安
二
年
（
一
一
六
七
）
四
月
三
十
日
条
に
斎
院
長
官
有
房

が
見
え
る
事
か
ら
し
て
、
義
康
（
一
一
二
七
誕
生
）
祖
父
と
す
る
と
、
世
代
が
厳
し
い
。

大
系
本
『
尊
卑
』（
略
記
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
五
上　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
五
上

　
　
神
祇
伯　

従
三
位　
　
　
　
　
　
淡
路
守　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遠
江
権
守

　
　

顕
仲

仲
房

親
房

　
　
母
肥
前
守
藤
原
定
成
女　
　
　
　
母
安
芸
守
俊
輔
女

　
　
保
延
四
三
廿
九
薨　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
五
下　

本
名
忠
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
内
大
甫

　
　
　
　
　
　
　
　
　

忠
季

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

号
伯
大
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

正
五
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斎
院
長
官　

或
仲
房
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　

有
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母

　

同
時
代
で
信
濃
守
有
房
女
を
母
と
す
る
の
が
少
納
言
入
道
信
西
で
あ
る
。『
尊
卑
』

「
貞
嗣
卿
孫
」
で
は
、

　
（
大
系
本
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
柳
原
本
）　　
　
　

　
　
（
略
）

　
　

通
憲　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

通
憲　
　
　
　
　
　

　
　
母　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

母

　
　
信
濃
守
源
有
房
女　

或
母
下
野
守
有
家
女　
　
　
　
　
　

信
乃
守
源
有
家
女
或
通
宗
女

　
　
　

或
説
云　

通
宗
女
前
斎
院
女
房　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
斎
院
女
房

と
区
々
で
（
今
一
人
の
候
補
は
、
大
系
本
『
尊
卑
』「
実
頼
公
孫
」
の
若
狭
守
通
宗
女

子
に
な
る
が
、
未
勘
）、
書
陵
部
蔵
柳
原
本）

₂₉
（

も
異
な
る
が
、
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
真
光

院
本
『
藤
原
氏
系
図
』
で
は
、「
母
信
乃
守
源
有
房
女
」（
紙
焼
写
真
）
の
み
載
せ
る）

₃₀
（

。

　

然
る
に
大
系
本
『
尊
卑
』「
村
上
源
氏
」
為
平
親
王
流
を
見
る
に
（
略
記
）、
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為
匡
房
卿
子
遂
儒
業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改
姓
於
大
江
後
帰
本
姓
云
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
式
部
大
甫
〕

　
　
美
乃
守　
　
　
　
　
　

 　
　
従
四
上　
　
　
　
　
　
　
　

文
章
博
士　
　
　
　
　

蔵　

従
五
上

　
　
右
馬
頭
正
四
下　
　
　
　

 　
陸
奥
守　
　
　
　
　
　
　
　

策　

従
四
上　
　
　
　

策　

対
馬
守　
　
　
　

蔵　

右
兵
衛
尉

　
　

資
定

有
宗

有
元

時
賢

信
賢

　
　
母
源
斉
女
或
源
俊
女　

 　
　
母
中
宮
大
進
家
業
女　
　
　
〔
母
高
業
女
〕　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

母
盛
親
女

　
　
延
久
二
ゝ
ー
卒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
五
下

　
　
　
　
　
　
　
　

清
賢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
五
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
乃
守　
　
　
　
　
　
　
　

蔵　

下
野
三
河
守

　
　
　
　
　
　
　
　

有
房　
　
　
　

有
家

有
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母　
〔
同
〕

と
、
信
濃
守
の
源
有
房
、
更
に
は
一
族
に
下
野
守
有
家
が
見
え
る
。
更
に
『
諸
家
系
図

纂
』「
本
間
系
図
」
甲
本
（
略
記
）
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

従
四
位
上

　
　
周
防
守　
　
　
　
　
　
　
　

備
前
和
泉　
　
　
　
　
　
　

匡
房
卿
為
子
改
姓
大
江　

式
部

　
　
前
美
作
守　
　
　
　
　
　
　

陸
奥
守
蔵
人　
　
　
　
　
　

文
章
博
士　
　
　
　
　
　
対
馬
守
蔵
人　
　
　
　

兵
エ
佐
蔵
人

　
　

資
定

有
宗

有
元

時
賢

信
賢

　
　
右
馬
頭
蔵
人　
　
　
　
　
　

本
資
実
天
永
元
二
月　
　
　

母
美
濃
守
高
津
業
敏
女　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
采
女
正
清
成
親
女

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卒
七
十
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
信
乃
権
守
〔
〕　　
　
　
　
　
従
五
位
下
野
守
蔵
人

　
　
　
　
　
　
　
　

有
房　
　
　
　

有
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
母
同

と
、
有
房
が
信
濃
権
守
と
あ
る
。
同
系
の
西
蓮
寺
本
『
本
間
系
図
』（
東
大
史
料
編
纂

所
蔵
謄
写
本
）
で
は
、「
権
」
が
無
い
が）

₃₁
（

、〔
〕
に
「
式
部
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
『
殿
暦
』

康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）
正
月
十
四
日
条
に
、
式
部
丞
の
源
有
房
が
見
え
一
致
す
る
か

ら）
₃₂
（

、『
本
間
系
図
』
の
為
平
親
王
流
は
、
大
系
本
『
尊
卑
』
よ
り
も
古
態
を
残
す
所
が

有
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

　

以
上
か
ら
義
康
・
信
西
外
祖
父
は
、
村
上
源
氏
為
平
親
王
流
の
信
濃
権
守
有
房
と
し

て
良
い
（
高
階
業
敏
の
孫
が
、
通
憲
を
養
子
と
し
た
経
敏
で
あ
る
事
に
注
意
）。
共
に

学
問
の
家
同
士
で
あ
る
事）

₃₃
（

が
信
西
父
実
兼
と
有
房
女
子
と
の
婚
姻
の
前
提
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
但
し
義
家
と
陸
奥
守
有
宗）

₃₄
（

一
族
と
の
関
係
、
義
国
と
の
婚
姻
の
契
機
は

不
明
で
あ
る
。
ま
た
通
憲
と
義
康
両
者
に
縁
戚
を
介
し
た
政
治
的
な
関
係
が
あ
つ
た
か

興
味
深
い
が
、
目
下
、
未
確
認
。
熱
田
大
宮
司
家
と
の
縁
戚
を
介
す
る
源
義
朝
と
の
縁

戚
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

四
、
義
康
と
在
地
、
そ
の
後
継
者

　

義
康
の
事
績
は
専
ら
在
京
中
に
限
ら
れ
た
が
、
そ
の
没
後
、
同
氏
の
惣
領
職
、
足
利

荘
の
権
利
は
ど
の
様
な
経
緯
を
辿
つ
た
で
あ
ら
う
か
。
従
来
、
家
督
は
直
ち
に
嫡
男
の

義
兼
に
継
承
さ
れ
た
と
考
へ
る
向
き
が
あ
る）

₃₅
（

。
確
か
に
義
清
を
「
義
兼
舎
弟）

₃₆
（

」
と
す
る

系
図
も
あ
る
が
、
大
系
本
『
尊
卑
』
の
義
清
に
「
足
利
太
郎
」、「
義
康
一
男
義
兼
舎
兄

也
」、前
掲
『
渋
川
』
に
も
「
一
男
」（『
蠧
簡
集
残
篇
』
六
「
足
利
系
図
」
に
は
「
嫡
子
」）

と
あ
り
、
ま
た
北
酒
出
本
に
よ
れ
ば
母
の
家
格
に
遜
色
は
な
い
と
思
は
れ
る
。
田
中
大

喜
氏
が
指
摘
す
る
様
に）

₃₇
（

、
義
兼
嫡
子
説
は
自
明
で
は
な
い
。
北
酒
出
本
に
よ
れ
ば
、
義

兼
の
誕
生
は
久
寿
元
年
（
一
一
五
四
）
で）

₃₈
（

、
父
の
没
し
た
時
は
幼
児
で
あ
つ
た
。
野
口

実
氏
が
指
摘
す
る
が
、
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）、
大
炊
御
門
殿
守
護
を
奉
命
し
た
「
故

義
康
男
」
は
義
兼
で
は
有
り
得
ず
、
義
清
と
考
へ
ら
れ）

₃₉
（

、
義
康
の
没
後
も
在
京
武
者
と

し
て
、
朝
廷
に
仕
へ
て
ゐ
た
事
に
成
る）

₄₀
（

。

　

次
に
名
字
の
地
の
足
利
荘
は
保
延
三
年
、
義
国
が
安
楽
寿
院
（
八
条
院
領
）
に
寄
進

し
て
ゐ
る
が
、
義
兼
が
八
条
院
蔵
人
と
系
図
に
見
え
る
事
（『
尊
卑
』）、
外
祖
母
を
美

福
門
院
女
房
上
総
と
す
る
推
定）

₄₁
（

に
基
づ
き
、
義
兼
が
継
承
し
た
蓋
然
性
が
高
い
と
す

る
（
田
中
氏
論
・
山
本
氏
論
）。
し
か
し
範
忠
女
（
義
兼
母
）
が
美
福
門
院
上
総
で
あ

る
確
証
は
無
い
。
柳
原
本
『
尊
卑
』
に
は
寛
伝
・
任
暁
の
母
の
記
事
に
そ
の
旨
が
あ
る

が
、
義
兼
母
の
注
記
に
は
何
も
記
載
が
無
い
の
で
あ
る）

₄₂
（

。
次
に
八
条
院
と
の
関
係
を
見

れ
ば
、
義
清
を
も
同
院
判
官
代
と
す
る
記
載
が
大
系
本
『
尊
卑
』・
北
酒
出
本
に
見
え

る
。
北
酒
出
本
イ
表
記
・『
渋
川
』
に
は
九
条
院
と
す
る
か
ら
、
確
定
的
で
は
な
い
が
、

特
に
義
兼
に
八
条
院
と
の
縁
故
が
有
る
と
は
云
ひ
難
い）

₄₃
（

。
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そ
れ
以
降
の
動
静
は
不
明
で
あ
る
が
、
高
倉
の
宮
の
乱
の
与
党
の
戦
死
者
と
し
て
、

　
　

源
義
清
〔
足
利
判
官
代
云
々
、
義
康
子）

₄₄
（

〕

と
あ
り
、
足
利
を
称
し
て
ゐ
る
。『
吾
妻
鏡
』
同
五
月
二
十
六
日
条
に
こ
の
時
、
戦
死

し
た
と
さ
れ
る
「
足
利
判
官
代
義
房
」
は
佐
竹
本
・
大
系
本
『
尊
卑
』
他）

₄₅
（

に
は
義
清
子

に
見
え
る
が
、
義
清
と
同
人
の
可
能
性
も
あ
ら
う
。　
　

　

義
清
の
戦
死
は
誤
報
で
あ
る
が
、
木
曽
義
仲
の
北
陸
経
略
に
従
軍
し
た
と
す
る
史

料
（
及
び
『
平
家
』
諸
本
）
は
無
く
、寿
永
二
年
七
月
の
源
氏
入
京
の
際
も
『
皇
代
暦
』

裏
書
寿
永
二
年
七
月
二
十
二
日
条
に
拠
れ
ば
、

　
　

丹
波
方
以
足
利
判
官
代
為
大
将
可
入
京）

₄₆
（

と
見
え
、
こ
の
時
、
他
の
源
氏
同
様）

₄₇
（

と
共
に
入
京
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
畢
竟
、
こ
れ

ま
で
の
論
は
義
清
の
梁
田
御
厨
相
論
、
或
は
『
平
家
』
一
部
伝
本
の
水
嶋
合
戦
記
事
の

信
乃
国
住
人
矢
田
判
官
代
・
海
野
ノ
平
四
郎
行
広
大
将
軍
ト
シ
テ
五
千
余
騎
ノ
勢

ヲ
指
遣
シ
ケ
リ
（
延
慶
本
四
「
水
嶋
津
合
戦
事（

4
8
）」）

に
引
か
れ）

₄₉
（

、
北
関
東
・
信
濃
に
矢
（
八
）
田
の
該
当
地
を
探
す
が
、
地
名
の
一
致
・
近

似
に
拠
る
比
定
だ
け
で
あ
つ
た
。『
平
家
』
の
信
濃
説
は
、『
源
平
闘
諍
録
』
を
見
る
に
、

足
利
ノ
八
田
ノ
判
官
代
義
清
・
宇
野
ノ
矢
平
四
郎
行
広
、
是
二
人
為
大
将
軍
一
、
指
二

遣
五
千
余
騎
一
（
八
之
上
「
室
山
水
嶋
合
戦
事
」）

と
信
濃
云
々
が
無
く
、

信
濃
ノ
国
ノ
住
人
宇
野
ノ
弥
平
次
郎
行
弘
・
足
利
ノ
矢
田
ノ
判
官
代
義
清
二
人
ヲ
大

将
軍
ト
シ
テ
、
其
勢
五
千
余
騎
ヲ
指
遣
ス
（
南
都
本
巻
九
「
同
十
一
月
備
中
国
水

島
合
戦
事
」）

と
あ
る
信
濃
の
海
野
氏
の
説
明
が
、
両
者
の
入
れ
替
へ
に
よ
り
付
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ

る
。
何
よ
り
北
酒
出
本
の
脇
書
と
足
利
氏
の
所
領
で
あ
る
事
の
確
認
に
よ
り
（
拙
稿

①
）、
丹
波
の
矢
田
と
し
て
良
く
、
義
康
没
後
も
義
清
は
矢
田
郷
を
拠
点
と
し
て
在
京

活
動
を
行
つ
て
ゐ
た
と
見
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
義
清
が
高
倉
宮
の
乱
に
参
戦
す
る
の
は
、
義
清
が
頼
政
女
子
の
二
条
院
讃
岐
を

娶
つ
た
と
す
る
系
図
（
清
音
寺
本
）
の
有
る
事
を
指
摘
し
た
が
（
拙
稿
②
）、佐
竹
本
『
尊

卑
』で
も
、義
清
の
母
を
二
条
院
讃
岐
と
す
る
。
何
れ
も
室
町
時
代
の
系
図
で
あ
り
、『
尊

卑
』
で
は
、
讃
岐
は
藤
原
重
頼
室
と
あ
る
の
み
で
、
讃
岐
云
々
の
記
載
に
十
全
に
信
を

置
き
難
い
が
、
当
時
の
源
氏
一
門
の
結
節
点
で
あ
つ
た
頼
政
と
の
関
係
が
存
在
し
た
と

思
は
れ
る
。

　

義
清
は
足
利
を
名
字
に
す
る
が
、
無
論
、
義
康
流
の
通
用
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ

は
嫡
祖
の
判
断
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
清
源
寺
蔵
『
高
階
系
図）

₅₀
（

』
の
次
の
記
事
が
注

目
さ
れ
る
。

（
清
源
寺
本
）（
略
記
）　　
　
　
　
　
　

　
　
義
康
執
権　
　
　
　
　
　
　

義
兼
義
氏
執
権

　
　
高
滝
口　
　
　
　
　
　
　
　

号
足
次
滝
口
太
郎　
　　

　

惟
長

惟
忠　
　
　
　

　
　
母
児
玉
有
太
夫　
　
　
　
　

奥
州
合
戦
之　　
　
　
　

　
　
家
弘
女
寿
永　
　
　
　
　
　

時
相
従
源
義
重

　
　
二
年
十
一
月
於　
　
　
　
　

渡
土
佐
湊
先
陳　
　
　
　

　
　
備
中
国
水
嶋　
　
　
　
　
　

勇
士
也　
　　
　
　
　
　

　
　
合
戦
之
時
為　
　
　
　
　
　

文
治
六
年
大
河

　
　
平
家
被
討
畢　
　
　
　
　
　

太
郎
兼
住
謀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

叛
之
時
也

　
　
称
法
楽
寺
殿

　
　
義
氏
執
権

　
　
高
次
良
刑
部
丞

　

惟
重

　
　
義
氏
令
供
奉

　
　
承
久
三
年
六
月

　
　
十
五
日
合
戦
之
時

　
　
於
宇
治
河
先
懸

　
　
捨
命
了
生
年

　
　
六
十
歳
也
和
泉

　
　
国
放
光
寺
領

　
　
主
奥
州
合
戦

　
　
之
時
先
陳

　
　
致
軍
忠
訖

　
　
高
三
郎

　

惟
信　
水
嶋
合
戦
之
時

　
　
　
　
　
為
平
家
被
討
畢

と
あ
る
事
を
見
る
に
、
高
氏
は
代
々
足
利
氏
の
嫡
流
の
「
執
権
」
で
あ
つ
た
と
し
、
義
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康
か
ら
義
兼
に
仕
へ
た
と
す
る
。
し
か
し
惟
長
・
惟
信
が
水
嶋
合
戦
で
戦
死
し
た
と
あ

る
事
か
ら
す
る
と
義
清
に
随
従
し
て
ゐ
た
も
の
で
、
且
つ
当
時
、
義
兼
は
在
東
国
で
あ

つ
た
。
こ
れ
か
ら
す
る
と
端
的
に
高
氏
が
義
清
に
仕
へ
て
ゐ
た
も
の
で
、
義
清
が
足
利

氏
の
棟
梁
で
あ
つ
た
と
解
す
る
事
が
出
来
る
。
一
方
で
、
脇
坂
本
『
高
階
氏
系
図）

₅₁
（

』
で 

は
、

　
　
刑
部
丞　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

刑
部
丞

　

惟
長

惟
重

　
　
為
足
利
庄
義
兼
〔
〕
申
遣
自
右
大
将
為
御
口
入
奥
州
忍
郡
給
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

滝
口
太
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

惟
忠　

　
　
三
郎

　

惟
信

と
あ
り
、
水
嶋
合
戦
記
事
が
無
く）

₅₂
（

、
且
つ
脇
書
に
従
へ
ば
、
文
治
五
年
の
奥
州
合
戦
の

勲
功
に
信
夫
郡
を
拝
領
し
た
と
考
へ
ら
れ
、清
源
寺
本
と
矛
盾
す
る
事
に
な
る
。
畢
竟
、

何
れ
が
正
し
い
か
決
し
難
い
が
、
脇
坂
本
系
以
外
の
系
図
か
ら
、
義
清
が
義
康
没
後
、

惣
領
と
な
つ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
い
。
義
清
と
義
兼
と
で
、
在
京
と
在
地
支
配
を
分

担
し
て
ゐ
た
可
能
性
も
有
り
、
両
者
の
関
係
も
当
然
、
見
直
さ
れ
る
事
に
な
る
だ
ら
う
。

五
、
新
田
氏
と
藤
姓
足
利
氏
と
の
関
係

　

義
康
長
子
の
義
重
に
始
ま
る
源
姓
足
利
氏
は
、
藤
姓
足
利
氏
と
、
協
調
か
ら
競
合
・

対
立
が
あ
つ
た
と
先
学
が
説
明
す
る）

₅₃
（

。足
利
忠
綱
の
口
よ
り
語
ら
れ
る
、足
利
と
秩
父
の

闘
ひ
に
於
け
る
新
田
義
重
の
前
者
へ
の
加
勢
が
、協
調
時
代
に
あ
つ
た
と
解
さ
れ
る
が
、

こ
れ
は
飽
く
迄
『
平
家
』
に
見
え
る
説
で
あ
つ
た）

₅₄
（

。
拙
稿
②
で
は
北
酒
出
本
の
義
俊 

（
義
重
の
子
）
の
戦
死
記
事
よ
り
、
そ
の
合
戦
を
確
認
出
来
る
と
し
た
が
、
改
め
て
長

楽
寺
本
系
の
源
氏
系
図）

₅₅
（

よ
り
補
強
す
る
。
即
ち
そ
の
一
本
の
妙
本
寺
本
『
源
家
系
図）

₅₆
（

』

を
見
る
に
（
略
記
）、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鞠
子
熊
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

義
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
足
利
又
太
郎
藤
原
忠
綱
合
戦
時
於
妻
河
原
討
死
畢
、
歳
十
七
才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
里
見

　

同
高
林
四
郎
義
俊

伊
賀
守
義
成

と
あ
る
足
利
忠
綱
の
脇
書
は
、
長
楽
寺
本
・
内
閣
本
に
は
見
え
ず
、
妙
本
寺
本
で
も
、

義
仲
子
の
義
宗
に
就
く
如
く
で
あ
る
。
対
し
て
前
稿
以
降
、
管
見
に
入
つ
た
同
系
の
島

津
本
『
源
家
大
系
図）

₅₇
（

』
に
よ
れ
ば
（
略
記
）、

　
　
　
　
　

義
宗
鞠
子
熊
御

　
　
　
　
　
　
足
利
又
太
郎
藤
原
忠
綱
合
戦
時
於
妻
子
河
原
討
死
畢

　
　
　
　
　
　
歳
十
七
歳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
号
里
見

　
　
　
　
　

同
高
林
四
郎
義
俊

伊
賀
守
義
成

と
義
俊
の
並
び
に
あ
る
。
素
よ
り
木
曾
義
仲
の
子
が
治
承
四
年
の
宇
治
川
合
戦
の
足
利

忠
綱
に
従
軍
し
た
と
見
る
必
要
は
な
い
の
だ
が
、
島
津
本
の
脇
書
の
位
置
か
ら
す
る
と

本
来
、
義
俊
に
付
さ
れ
た
と
見
て
可
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
『
平
家
』・
北
酒
出
本
の
脇

書
か
ら
推
定
し
た
足
利
・
秩
父
の
合
戦
で
、
且
つ
北
酒
出
本
で
は
足
利
俊
綱
の
名
し
か

見
え
な
い
か
ら
、
少
な
く
共
、
両
書
よ
り
の
引
用
と
見
る
必
要
は
な
い
。『
平
家
』
に

は
新
田
義
重
が
「
長
井
渡）

₅₈
（

」
を
渡
つ
た
と
あ
り
、『
千
葉
県
の
歴
史
』
が
「
賽
河
原
」

と
も
推
定
す
る
、「
妻
（
子
）
河
原
」
の
所
在
は
未
確
認
で
あ
る
が
、
別
に
歴
史
史
料

と
な
る
記
事
で
あ
ら
う
。

　

以
上
、
微
細
な
考
証
を
成
し
た
。
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注（
１
）　
「
矢
田
判
官
代
在
名
・
大
夫
房
覚
明
前
歴
」（『
米
沢
史
学
』
十
七
、
平
成
十
三

年
十
月
、
以
下
拙
稿
①
と
す
る
）・「
溢
れ
源
氏
考
証
（
下
）」（『
米
沢
国
語
国
文
』

三
十
・
三
十
一
、
平
成
十
四
年
十
二
月
）・「
新
田
義
重
一
族
伝
雑
々
」『
山
形
県
立
米

沢
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
四
十
七
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
、
以
下
拙
稿
②
と
す
る
）

（
２
）　

内
閣
文
庫
蔵
本
（
電
子
公
開
）
に
よ
る
。〔
〕
は
斯
道
本
（
坂
詰
力
治
氏
他
「
慶

応
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
所
蔵　

半
井
本
『
保
元
物
語
』〔
翻
刻
〕」（『
東

洋
大
学
大
学
院
紀
要
（
文
学
研
究
科
）』
四
十
四
、
平
成
二
十
年
三
月
））
に
よ
る
。

（
３
）　

鎌
倉
本
（
汲
古
書
院
の
影
印
）
で
は
交
名
の
末
尾
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

（
４
）　

陽
明
叢
書
『
人
車
記
』
の
影
印
に
よ
る
。
以
下
同
。

（
５
）　
『
兵
範
記
』
同
八
月
六
日
条
。

（
６
）　
『
兵
範
記
』
同
七
月
二
十
五
日
条
。

（
７
）　

陽
明
叢
書
『
保
元
物
語
』
の
影
印
に
よ
る
。

（
８
）　
「
サ
テ
キ
タ
ヲ
モ
テ
ニ
ハ
武
士
為
義
、
清
盛
ナ
ド
十
人
ト
カ
ヤ
ニ
祭
文
ヲ
カ
ヽ

セ
テ
、
美
福
門
院
ニ
マ
イ
ラ
セ
ラ
レ
ニ
ケ
リ
」・「（
源
義
朝
は
）
安
芸
守
清
盛
ト
手

ヲ
ワ
カ
チ
テ
、
三
条
内
裏
ヨ
リ
中
御
門
ヘ
ヨ
セ
参
リ
ケ
ル
、
此
外
ニ
ハ
源
頼
政
、
重

成
、
光
康
ナ
ド
候
ケ
リ
」（
巻
四
「
後
白
河
」）
と
あ
り
、
義
康
に
言
及
し
な
い
（
新

訂
増
補
国
史
大
系
の
文
明
本
に
よ
る
）。

（
９
）　

新
訂
増
補
国
史
大
系
に
よ
る
。

（
10
）　
『
兵
範
記
』
保
元
元
年
七
月
十
一
日
条
。

（
11
）　
『
兵
範
記
』
同
八
月
六
日
条
。

（
12
）　
『
鎌
倉
遺
文
』
六
一
四
。

（
13
）　
『
新
田
義
貞
公
根
本
史
料
』
所
収
の
翻
刻
に
よ
る
。
以
下
、
鑁
阿
寺
本
と
す
る
。

（
14
）　

東
大
史
料
編
纂
所
の
謄
写
本
に
よ
る
。

（
15
）　

山
口
県
公
文
書
館
蔵
冷
泉
本
に
よ
る
。
鍋
島
文
庫
本
で
は
、
波
線
部
「
備
」、

二
重
線
部
同
。
拙
稿
「『
渋
川
系
図
』
の
成
立
と
そ
の
史
料
的
価
値
に
つ
い
て
（
上
）」

（『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大
学
附
属
生
活
文
化
研
究
所
報
告
』
三
十
七
、
平
成

二
十
二
年
三
月
）・「
同
前
（
下
）」（『
同
前
』
三
十
八
、
平
成
二
十
三
年
三
月
）
参

照
の
こ
と
。
ま
た
『
妙
興
寺
文
書
』
天
文
十
六
年
写
「
源
家
御
所
御
系
図
」
で
も
、「
大

夫
尉
昇
殿
」
と
あ
る
の
み
（『
千
葉
県
史
料
中
世
篇　

諸
家
文
書
補
遺
』）。

（
16
）　
『
中
右
記
』
嘉
承
元
年
七
月
十
六
日
条
（
大
日
本
古
記
録
）。

（
17
）　
『
愚
昧
記
』
紙
背
「
散
位
源
行
真
申
詞
」（
永
治
二
年
四
月
）。
大
日
本
古
記
録

に
よ
る
。『
春
日
神
社
文
書
』「
垂
水
西
牧
萱
野
郷
百
姓
等
解
」（
元
暦
元
年
九
月
）

を
見
る
に
、
摂
津
国
の
同
郷
に
「
陸
奥
判
官
殿
御
領
」
と
あ
る
の
は
、
河
音
能
平
氏

は
義
経
に
比
す
が
（『
河
音
能
平
著
作
集
四　

中
世
畿
内
の
村
落
と
都
市
』
第
十
一

章
「
中
世
前
期
大
阪
の
荘
園
と
公
領
」〔
平
成
二
十
三
年
二
月
〕）、
為
義
に
な
る
か

（『
平
安
遺
文
』
四
二
〇
七
）。

（
18
）　
『
米
良
文
書
』「
足
利
貞
氏
御
教
書
写
」（
元
応
二
年
二
月
、
史
料
纂
集
『
熊
野

那
智
大
社
文
書　

第
三
米
良
文
書
』）

（
19
）　
『
本
朝
世
紀
』
久
安
五
年
五
月
三
十
日
条
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）。

（
20
）　

以
下
、
佐
竹
本
『
尊
卑
』
と
す
る
。
本
系
図
の
成
立
と
史
料
的
価
値
に
つ
い
て

は
別
に
考
察
す
る
。

（
21
）　

拙
稿
①
。
そ
こ
で
傍
線
を
「
兵
衛
」
と
誤
つ
た
。
訂
正
す
る
。

（
22
）　

内
閣
文
庫
本
に
よ
る
。
続
群
書
類
従
に
も
所
収
。
よ
り
大
系
本
『
尊
卑
』
に
近

い
京
都
大
学
附
属
図
書
館
菊
亭
本
『
系
図
略
』（
紙
焼
写
真
）
に
も
見
え
る
。

（
23
）　

同
系
の
上
杉
博
物
館
蔵
『
須
田
系
譜
』
で
は
「
三
十
五
」
と
あ
る
が
同
様
不
可
。

鑁
阿
寺
本
で
は
、
義
家
が
奥
州
下
向
中
、
足
利
左
近
太
郎
基
綱
館
に
宿
り
、
寛
治
五

年
（
一
〇
九
一
）
の
誕
生
と
す
る
が
、
母
を
未
確
認
の
足
利
基
綱
女
と
す
る
他
の
中

世
伝
承
と
も
異
な
る
。
即
ち
前
掲
の
『
塵
荊
鈔
』
で
は
康
和
三
年
（
一
一
〇
一
）
に
、

十
三
歳
で
足
利
太
郎
基
綱
の
元
に
下
着
し
た
と
す
る
（
蘆
雪
本
『
御
成
敗
式
目
抄
』

〔
池
内
義
資
氏
『
中
世
法
制
史
料
集　

別
巻
』〕
で
は
「
康
和
年
中
」
の
下
向
と
し
年

齢
記
載
せ
ず
）。
こ
の
中
世
伝
承
の
記
載
に
は
従
ひ
難
い
。

（
24
）　

久
保
田
順
一
氏
『
新
田
義
重　

北
関
東
の
治
承
・
寿
永
内
乱
』
第
五
章
「
義
重

の
在
京
活
動
」（
平
成
二
十
八
年
六
月
）
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（
25
）　

大
系
本
『
尊
卑
』「
村
上
源
氏
」。
そ
の
伝
記
は
井
上
宗
雄
氏
『
平
安
後
期
歌
人

伝
の
研
究　

増
補
版
』
第
六
章
「
寿
永
百
首
歌
集
を
め
ぐ
っ
て
」（
昭
和
六
十
三
年

十
月
）、
中
村
文
氏
『
後
白
河
院
時
代
歌
人
伝
の
研
究
』
第
七
章
「
源
有
房
」（
平
成

十
七
年
六
月
）
参
照
（
以
下
、
中
村
氏
著
と
略
）。
有
房
が
記
録
に
見
え
る
の
は
源

平
合
戦
の
頃
で
、『
吉
記
』
寿
永
元
年
三
月
二
十
四
日
条
に
左
少
将
と
あ
る
（
高
橋

秀
樹
氏
『
新
訂
吉
記
』）。
井
上
氏
は
保
元
二
年
に
有
通
を
儲
け
て
ゐ
る
事
か
ら
、
天

承
元
年
（
一
一
三
一
）
頃
を
有
房
の
生
年
と
推
定
す
る
。

（
26
）　
『
明
月
記
』
天
福
元
年
六
月
二
十
六
日
条
。

（
27
）　
『
勅
撰
作
者
部
類
』
巻
中
「
五
位
」「
源
有
房
」・「
源
有
仲
」（
書
陵
部
蔵
近
世

写
本
一
五
四
―
一
一
八
）、『
帝
皇
系
図
』・『
仁
和
寺
記
録
』
二
十
七
所
収
元
亨
四
年

本
『
村
上
源
氏
系
図
』（
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
の
謄
写
本
）。

（
28
）　
「
も
う
一
人
の
如
覚
―
『
夫
木
抄
』
所
載
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
国
文
学
研
究
』

一
四
〇
、
平
成
十
五
年
六
月
）

（
29
）　

こ
れ
は
天
正
十
一
年
写
の
菊
亭
本
『
尊
卑
分
脈
』
と
一
具
（
皆
川
完
一
氏
「
尊

卑
分
脈
」（『
国
史
大
系
書
目
解
題
』
下
〔
平
成
十
三
年
十
一
月
〕）。

（
30
）　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
広
橋
本
『
尊
卑
分
脈
別
本
』（
紙
焼
写
真
）
で
も
、

有
房
女
の
み
挙
げ
る
が
、
こ
ち
ら
は
抄
出
の
可
能
性
が
あ
ら
う
。『
帝
皇
系
図
』
に

は
母
の
注
記
な
し
。

（
31
）　
『
諸
家
系
図
纂
』「
本
間
系
図
」
佐
渡
本
〔
丙
本
〕・
浅
羽
本
〔
丁
本
〕
も
無
い
。

猶
、
甲
乙
丙
丁
は
掲
載
順
に
仮
に
命
名
し
た
。

（
32
）　

大
日
本
古
記
録
に
よ
る
。

（
33
）　

遠
藤
基
郎
氏
「
平
泉
藤
原
氏
と
陸
奥
国
司
―
清
衡
・
基
衡
ま
で
―
」（
入
間
田

宣
夫
氏
編
『
東
北
中
世
史
の
研
究
』
上
所
収
〔
平
成
十
七
年
六
月
〕）。
ま
た
義
国
が

同
じ
有
房
と
同
じ
式
部
丞
で
あ
つ
た
事
に
注
意
。

（
34
）　

有
宗
は
『
中
右
記
』
承
徳
二
年
二
月
三
日
条
に
「
陸
奥
守
源
有
宗
朝
臣
」
と
見

え
る
（
大
日
本
古
記
録
）。

（
35
）　

臼
井
信
義
氏
「
尊
氏
の
父
祖
―
頼
氏
・
家
時
年
代
考
―
」（『
日
本
歴
史
』

二
五
七
、
昭
和
四
十
四
年
十
月
）

（
36
）　
『
弘
法
寺
文
書
』
二
四
―
三
「
将
軍
歴
名
・
浦
上
氏
足
利
氏
系
図
」（『
牛
窓
町

史　

資
料
編
二　

考
古　

古
代
・
中
世　

近
世
』、
室
町
時
代
後
期
の
成
立
か
）。
九

州
大
学
図
書
館
支
子
文
庫
本
『
保
元
物
語
』
巻
中
巻
頭
付
載
「
源
氏
系
図
」（
在
九

州
国
文
資
料
影
印
叢
書
）・
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
『
平
治
物
語
』
巻
中
巻
頭
付
載

「
源
氏
系
図
」（
早
稲
田
大
学
蔵
資
料
影
印
叢
書
『
軍
記
物
語
集
』）
で
は
義
兼
を
「
一

男
」、義
清
を
「
二
男
」
と
す
る
。
こ
の
二
本
は
同
系
統
の
系
図
で
あ
る
。
拙
稿
「『
尊

卑
分
脈
』
近
似
室
町
後
期
写
清
和
源
氏
系
図
に
つ
い
て
」（『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短

期
大
学
附
属
生
活
文
化
研
究
所
報
告
』
四
十
四
、平
成
二
十
九
年
三
月
）
参
照
（
猶
、

仙
台
市
立
博
物
館
伊
達
本
に
も
同
じ
系
図
が
あ
る
）。
ま
た
秋
田
県
公
文
書
館
佐
竹

文
庫
（
宗
家
）
蔵
『
清
音
寺
蔵
佐
竹
并
諸
家
系
図
』（
以
下
、
清
音
寺
本
）
で
は
、

義
清
に
「
次
男
」
と
す
る
。『
塵
荊
鈔
』
八
「
源
家
之
事
」
で
も
「
義
康
ニ
御
息
三

人
御
座
ス
、
嫡
男
治
部
大
輔
義
兼
、
御
長
九
尺
二
寸
御
座
ス
、
大
足
利
殿
ト
申
侍
ル
、

次
男
ハ
従
四
位
下
義
長
、
十
九
ニ
テ
早
世
、
三
男
八
田
判
官
義
清
ハ
水
嶋
ノ
合
戦
ニ

打
死
シ
給
」
と
あ
る
。

（
37
）　
「
中
世
前
期
下
野
足
利
氏
論
」（
同
氏
編『
下
野
足
利
氏
』〔
平
成
二
十
五
年
一
月
〕

所
収
。
以
下
、
田
中
氏
論
と
す
る
）

（
38
）　

県
篤
岐
氏
蔵
『
源
氏
系
図
』
本
も
同
（
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
謄
写
本
に
よ
る
）。

以
下
、県
本
と
す
る
。
但
し
県
本
で
は
、義
清
の
享
年
を
「
廾
二
才
」、義
長
を
「
十
九

才
」
と
す
る
が
、
三
男
義
兼
を
同
様
、
正
治
元
年
四
十
六
才
没
と
す
る
。
こ
れ
か
ら

す
る
と
義
清
の
生
年
が
長
寛
元
年
（
一
一
六
三
）、
義
長
が
仁
安
元
年
（
一
一
六
六
）

と
な
り
、
義
兼
よ
り
も
弟
に
な
る
。

（
39
）　

義
長
を
一
男
と
す
る
系
図
が
あ
り
、『
読
史
堂
史
料
立
岩
氏
所
蔵
足
利
系
図
』・

『
永
享
記
』〔
続
群
書
類
従
〕
は
、
前
掲
『
塵
荊
鈔
』
に
近
い
が
、
義
長
に
「
嫡
子

十
九
ニ
テ
早
世
也
」
と
し
、
義
清
を
次
男
、
義
兼
を
三
男
と
す
る
。
ま
た
後
掲
の
島

津
本
『
源
家
大
系
図
』
で
も
義
清
を
「
次
男
」、
義
兼
を
「
三
男
」
と
す
る
。
清
音

寺
本
も
、　
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嫡
也

　
　

義
長

　
　
　
水
嶋
将
軍
改
義
嗣
早
世

　
　
　
正
治
元
年
鑁
阿
寺
殿

　
　

長
氏
太
郎

　
　
　
水
嶋
合
戦
死

　

と
す
る
が
、
諸
系
図
を
合
成
し
て
を
り
、
混
乱
が
あ
る
。
以
上
、
関
東
系
の
系
図
に

義
長
一
男
説
が
見
ら
れ
る
事
に
な
り
、『
尊
卑
』
の
脇
坂
本
で
も
義
長
が
「
於
備
中

水
島
与
舎
弟
同
時
討
死
」
と
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
義
長
が
嫡
子
で
は
あ
り
得

な
い
事
に
な
る
し
、『
尊
卑
』
他
本
で
は
「
舎
兄
」
と
あ
る
（
大
系
本
の
校
異
参
照
）。

ま
た
北
酒
出
本
に
は
一
（
嫡
）
男
の
記
載
が
な
い
が
、
水
嶋
合
戦
の
戦
死
記
事
か
ら

す
る
と
、
義
清
に
随
従
し
て
を
り
、
嫡
子
で
は
な
い
事
に
な
る
。
故
に
目
下
、
北
酒

出
本
・『
尊
卑
』
に
従
ふ
。

（
40
）　

山
本
隆
志
氏
は
そ
の
地
位
も
義
兼
が
継
承
し
た
と
す
る
が
、
論
拠
が
挙
げ
ら
れ

な
い
（『
東
国
に
お
け
る
武
士
勢
力
の
成
立
と
展
開
』
第
四
章
「
東
国
に
お
け
る
武

士
と
法
会
・
祭
礼
と
の
関
係
」〔
平
成
二
十
四
年
二
月
、
初
出
同
十
八
年
十
一
月
〕、

以
下
、
山
本
氏
論
と
す
る
）。

（
41
）　

保
立
道
久
氏
『
義
経
の
登
場
』（
平
成
十
六
年
十
二
月
）

（
42
）　

仁
和
寺
本
系
図
集
（
東
大
史
料
編
纂
所
の
謄
写
本
『
仁
和
寺
記
録
』
所
収
）・

真
光
院
本
に
も
見
え
な
い
。

（
43
）　

従
つ
て
八
条
院
を
介
し
て
、
木
曾
義
仲
と
義
清
の
間
に
連
携
が
存
在
し
た
と
す

る
田
中
氏
論
に
は
従
ひ
難
い
。

（
44
）　
『
山
槐
記
』
治
承
四
年
五
月
二
十
六
日
条
。
次
の
『
吾
妻
鏡
』
は
新
訂
増
補
国

史
大
系
に
よ
る
。

（
45
）　
『
帝
皇
』（
矢
田
蔵
人
）・
清
音
寺
本
に
も
見
え
る
。
佐
竹
本
『
尊
卑
』
と
の
対

照
か
ら
す
る
と
、
前
掲
北
酒
出
本
の
「
蔵
人
」「
義
ー
」
が
相
当
す
る
か
。『
諸
家
系

図
纂
』
所
収
『
清
和
源
氏
系
図
』・『
足
利
系
図
』
に
、
別
に
義
清
兄
弟
に
義
房
を
挙

げ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
頼
政
同
心
、
於
宇
治
討
死
畢
」・「
足
利
判
官
、
頼
政
一
所
宇
治
川

討
死
」
と
あ
る
の
は
『
吾
妻
鏡
』
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

（
46
）　

京
都
大
学
総
合
博
物
館
蔵
勧
修
寺
本
に
よ
る
。
南
都
本
『
平
家
』
巻
八
「
吉
曽

義
仲
登
山
事
」
に
も
「
足
利
ノ
判
官
代
義
清
、
丹
波
路
ヨ
リ
都
ヘ
入
」（
汲
古
書
院
）

と
あ
る
。
後
に
『
皇
代
暦
』
寿
永
二
年
閏
十
月
一
日
条
の
水
嶋
合
戦
記
事
で
は
「
野

多
判
官
代
」
と
す
る
。

（
47
）　
『
吉
記
』
寿
永
二
年
七
月
三
十
日
条
に
、洛
中
警
護
の
武
士
と
し
て
見
え
る
「
源

三
位
入
道
子
息
」（
延
慶
本
『
平
家
』
三
本
「
京
中
警
固
ノ
事
義
仲
注
申
事
」
を
見

る
に
頼
政
孫
の
有
綱
が
相
当
す
る
）・「
保
田
三
郎
義
定
」
は
、
前
後
の
経
緯
を
見
る

に
義
仲
に
随
従
し
て
ゐ
た
も
の
で
は
な
い
（『
皇
代
暦
』
寿
永
二
年
八
月
十
五
日
条

参
照
）。

（
48
）　

汲
古
書
院
の
影
印
。
長
門
本
（
山
口
新
聞
社
刊
の
赤
間
神
宮
本
の
影
印
に
よ

る
）・『
源
平
盛
衰
記
』
巻
三
十
三
「
水
島
軍
」（
勉
誠
社
の
慶
長
古
活
字
本
の
影
印
）

も
同
。
次
の
『
源
平
闘
諍
録
』
は
汲
古
書
院
の
影
印
に
よ
る
。

（
49
）　

小
谷
俊
彦
氏
「
鎌
倉
御
家
人
足
利
氏
」（『
近
代
足
利
市
史　

第
一
』〔
昭
和

五
十
二
年
三
月
〕）・
小
川
信
氏
『
足
利
一
門
守
護
発
展
史
の
研
究
』
第
一
編
第
一
章

「
細
川
氏
の
興
起
と
分
国
の
形
成
」（
昭
和
五
十
五
年
二
月
）、
菱
沼
一
憲
氏
『
中
世

地
域
社
会
と
将
軍
権
力
』
Ⅰ
部
第
二
章
「
地
域
社
会
間
抗
争
か
ら
政
権
争
奪
へ
」（
平

成
二
十
三
年
六
月
）

（
50
）　
『
近
代
足
利
市
史　

第
三
』
所
収
の
翻
刻
に
よ
る
。
県
篤
岐
氏
蔵
『
高
階
系
図
』

が
同
内
容
（
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
謄
写
本
）。

（
51
）　

新
訂
増
補
国
史
大
系
『
尊
卑
分
脈　

第
四
篇
』
所
収
。
同
系
の
宮
内
庁
書
陵
部

蔵
谷
森
本
は
傍
線
を「
違
」と
す
る（
紙
焼
写
真
）。
続
群
書
類
従
所
収『
高
階
氏
系
図
』

で
は
〔
〕
に
「本

ノ
マ
ヽ

依
」
と
あ
る
。

（
52
）　

群
書
類
従
本
『
高
階
氏
系
図
』
に
も
水
嶋
合
戦
の
記
載
が
無
く
、「
奥
州
忍
郡
給
」

と
あ
る
か
ら
脇
坂
本
の
系
統
。『
帝
皇
』
に
は
惟
重
流
の
み
で
、
水
嶋
合
戦
の
記
事

も
な
い
。

（
53
）　

須
藤
聡
氏
「
下
野
藤
姓
足
利
一
族
と
清
和
源
氏
」（
高
橋
修
氏
編
『
実
像
の
中

山形県立米沢女子短期大学紀要　第55号
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世
武
士
団　

北
関
東
の
も
の
の
ふ
た
ち
』
所
収
〔
平
成
二
十
二
年
八
月
〕）

（
54
）　

延
慶
本
二
中
「
宮
南
都
ヘ
落
給
事
付
宇
治
ニ
テ
合
戦
事
」。
他
本
に
も
見
え
る
。

（
55
）　

拙
稿
「
長
楽
寺
本
『
源
氏
系
図
』
成
立
試
論
」（『
山
形
県
立
米
沢
女
子
短
期
大

学
附
属
生
活
文
化
研
究
所
報
告
』
三
十
三
、
平
成
十
八
年
三
月
）

（
56
）　
『
千
葉
県
の
歴
史　

資
料
編　

中
世
三
』
の
翻
刻
に
よ
る
。

（
57
）　

東
大
史
料
編
纂
所
蔵
島
津
本
。
請
求
記
号
（
島
津
家
文
書
四
五
―
四
五
）
一
冊
。

原
本
閲
覧
停
止
の
為
、
紙
焼
写
真
に
よ
る
。

（
58
）　

四
部
合
戦
状
本
巻
四
（
水
原
一
氏
編
『
延
慶
本
平
家
物
語
考
証
一
』
資
料
編
所

収
の
野
村
本
の
謄
写
本
影
印
）・『
盛
衰
記
』
巻
十
五
「
宇
治
合
戦
」。

〔
補
〕　
『
久
下
文
書
』「
源
氏
惣
系
図
」（
東
大
史
料
編
纂
所
蔵
の
紙
焼
写
真
）
は
、
室

町
末
期
の
写
で
、
前
掲
菊
亭
本
『
系
図
略
』
と
同
系
だ
が
、

　
丹
波
国

　
号
八
田
判
官

　
義
康
一
男

　

義
清

　

と
あ
る
。
本
系
図
の
他
の
脇
書
の
例
か
ら
す
る
と
、
丹
波
は
八
田
の
所
在
国
を
示
す

と
判
断
さ
れ
る
。
義
清
一
男
・
八
田
丹
波
所
在
説
の
補
強
で
あ
る
。

佐々木／平安末期足利・新田氏考証補遺

－ 11 －


